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年年金金制制度度のの現現状状・・将将来来展展望望とと中中小小企企業業経経営営へへのの影影響響

は
じ
め
に

少
子
高
齢
化
に
伴
う
公
的
年

金
の
給
付
水
準
の
悪
化
は
避
け

ら
れ
ず
、
公
的
年
金
を
補
完
す

る
企
業
年
金
の
存
在
意
義
は
ま

す
ま
す
増
大
す
る
。
そ
の
一

方
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
は

平
成
２９
年
に
１８
・
３
％
で
固
定

さ
れ
る
ま
で
漸
増
し
、
労
使
折

半
の
保
険
料
の
増
加
は
企
業
経

営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

厚
生
年
金
基
金
の
代
行
返

上
、
確
定
拠
出
年
金
の
導
入
、

給
付
引
下
げ
な
ど
、
具
体
的
な

対
応
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
中

小
企
業
の
多
く
は
適
格
退
職
年

金
や
厚
生
年
金
基
金
か
ら
の
移

行
な
ど
に
つ
い
て
も
、
有
効
な

対
応
を
成
し
得
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え

て
年
金
制
度
の
側
面
か
ら
中
小

企
業
経
営
に
お
け
る
影
響
を
考

察
し
た
い
。

公
的
年
金
の
財
政
再
計
算

近
年
は
少
子
高
齢
化
が
想
定

を
越
え
た
ペ
ー
ス
で
進
行
し
、

財
政
再
計
算
の
た
び
に
給
付
と

負
担
の
関
係
が
見
直
さ
れ
て
き

て
い
る
。
こ
こ
に
は
財
政
再
計

算
の
前
提
の
見
通
し
の
甘
さ

と
、
従
来
制
度
の
抜
本
的
改
革

を
先
送
り
す
る
姿
勢
が
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。

平
成
１６
年
の
年
金
改
正
で
、

基
礎
年
金
給
付
の
国
庫
負
担
の

引
上
げ
、
保
険
料
水
準
固
定
方

式
と
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

（
平
均
余
命
の
伸
び
と
被
保
険

者
数
の
変
動
を
考
慮
し
て
、
そ

の
範
囲
内
で
年
金
給
付
水
準
を

調
整
す
る
制
度
）
に
よ
る
給
付

の
自
動
調
節
が
導
入
さ
れ
た
。

保
険
料
率
の
実
質
的
な
引
上
げ

（
厚
生
年
金
保
険
料
：
毎
年
０

・
３
５
４
％
ず
つ
引
上
げ
１８
・

３
％
で
固
定
／
国
民
年
金
保
険

料
：
毎
年
２
８
０
円
ず
つ
引
上

げ
１
万
６
９
０
０
円
で
固
定
）

は
実
現
し
た
が
、
基
礎
年
金
の

国
庫
負
担
割
合
の
引
上
げ
は
明

記
こ
そ
す
れ
、
財
源
が
示
さ
れ

て
い
な
い
。

ま
た
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
で
は
、
保
険
料
率
の
引
上
げ

に
上
限
が
あ
り
、
出
生
率
が
低

下
し
続
け
た
場
合
、
年
金
の
給

付
水
準
を
維
持
す
る
の
は
難
し

い
。
積
立
方
式
や
税
方
式
の
導

入
等
の
抜
本
的
な
改
革
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。

厚
生
年
金
保
険
料
の
漸
増
は

企
業
負
担
の
増
加
を
意
味
し
、

単
年
の
引
上
げ
幅
は
小
さ
く
て

も
長
期
間
に
わ
た
れ
ば
影
響
は

大
き
い
。
想
定
以
上
に
少
子
高

齢
化
等
が
進
展
す
れ
ば
、
更
な

る
厚
生
年
金
保
険
料
率
の
引
上

げ
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
財
政

再
建
と
公
的
年
金
を
含
む
社
会

保
険
費
用
の
増
大
と
の
整
合
性

を
ど
う
取
る
か
が
今
後
の
最
大

の
課
題
で
あ
る
。

企
業
年
金
と
退
職
金
制
度

企
業
年
金
に
は
、
厚
生
年
金

基
金
と
適
格
退
職
年
金
（
平
成

２４
年
３
月
ま
で
に
廃
止
）
、
中

小
企
業
退
職
金
共
済
金
制
度
、

特
定
退
職
金
共
済
制
度
、
自
営

業
者
が
加
入
す
る
小
規
模
企
業

共
済
な
ど
が
あ
る
。

平
成
１３
年
の
確
定
拠
出
年
金

法
施
行
を
機
に
、
掛
金
を
一
定

に
し
、
運
用
成
績
で
将
来
の
給

付
額
が
増
減
す
る
確
定
拠
出
年

金
を
導
入
す
る
企
業
が
増
え
た

が
、
投
資
教
育
や
事
務
コ
ス
ト

の
発
生
を
警
戒
し
て
、
導
入
に

踏
み
切
れ
な
い
企
業
も
多
い
。

ま
た
平
成
１４
年
の
確
定
給
付

企
業
年
金
法
施
行
で
、
従
来
の

企
業
年
金
は
今
後
、
厚
生
年
金

基
金
、
確
定
給
付
企
業
年
金

（
規
約
型
・
基
金
型
）
、
確
定

拠
出
年
金
（
企
業
型
年
金
・
個

人
型
年
金
）
と
い
う
４
種
類
の

企
業
年
金
に
集
約
さ
れ
て
い
く

だ
ろ
う
。

確
定
拠
出
年
金
の
運
用
リ
ス

ク
は
従
業
員
が
負
う
た
め
、
企

業
は
掛
金
を
拠
出
す
る
だ
け
で

よ
い
が
、
従
業
員
へ
の
投
資
教

育
や
事
務
処
理
に
コ
ス
ト
や
手

間
が
発
生
し
、
特
に
中
小
企
業

で
は
こ
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

ま
た
適
格
退
職
年
金
か
ら
の
移

換
で
積
立
不
足
が
あ
る
と
き

は
、
補
填
ま
た
は
給
付
水
準
を

引
下
げ
て
対
処
す
る
な
ど
の
対

応
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る

が
、
安
易
な
給
付
の
引
下
げ
は

従
業
員
に
対
す
る
不
利
益
変
更

と
な
り
か
ね
な
い
。

確
定
拠
出
型
年
金
の
特
徴
を

取
り
入
れ
た
確
定
給
付
型
年
金

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス
プ
ラ

ン
は
適
格
退
職
年
金
か
ら
の
制

度
移
行
先
と
し
て
も
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、
制
度
の
運
用
費
用

や
管
理
コ
ス
ト
等
を
考
え
る
と

中
小
企
業
に
は
負
担
が
重
い
。

現
状
で
は
中
小
企
業
が
最
も
移

行
し
や
す
い
制
度
は
中
退
共
だ

が
、
確
定
拠
出
年
金
へ
の
移
行

も
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る
。

大
企
業
で
は
退
職
給
付
会
計

の
導
入
を
契
機
と
し
た
見
直
し

が
具
体
化
し
て
い
る
が
、
中
小

企
業
の
多
く
は
年
金
資
産
の
積

立
不
足
を
抱
え
、
廃
止
が
決
ま

っ
て
い
る
適
格
退
職
年
金
か
ら

新
制
度
へ
の
移
行
や
、
総
合
型

の
厚
生
年
金
基
金
の
問
題
等
に

有
効
な
対
応
が
で
き
て
い
な

い
。
日
本
の
大
多
数
の
雇
用
者

を
抱
え
る
中
小
企
業
の
企
業
年

金
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
、
国

民
の
老
後
の
生
活
の
充
実
と
安

定
に
直
結
す
る
テ
ー
マ
で
あ

り
、
中
小
企
業
に
お
い
て
も
、

自
社
の
退
職
給
付
制
度
の
見
直

し
と
同
時
に
、
企
業
年
金
の
再

構
築
に
向
け
た
検
討
が
急
が
れ

る
。

効
率
的
な
保
険
料
徴
収

国
税
・
地
方
税
・
社
会
保
険

料
の
徴
収
は
、
国
税
庁
、
地
方

自
治
体
、
社
会
保
険
庁
、
労
働

局
な
ど
、
複
数
の
徴
収
機
関
が

担
当
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
整

理
・
統
合
し
て
、
効
率
の
良
い

徴
収
体
制
を
構
築
し
、
無
駄
な

費
用
の
発
生
を
抑
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

諸
外
国
で
は
税
と
社
会
保
険

料
（
広
義
）
は
一
体
徴
収
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
日

本
で
は
厚
生
年
金
保
険
料
、
健

康
保
険
料
等
の
社
会
保
険
料

（
狭
義
）
と
労
働
保
険
料
と
は

別
々
に
納
付
し
て
い
る
（
な

お
、
社
会
保
険
料
（
狭
義
）
と

労
働
保
険
料
と
の
徴
収
の
一
元

化
は
可
能
な
も
の
か
ら
逐
次
実

現
す
る
方
向
）
。
国
税
と
社
会

保
険
料
（
広
義
）
の
一
体
徴
収

を
行
な
う
た
め
に
、
社
会
保
険

庁
と
国
税
庁
を
統
合
し
た
、
い

わ
ゆ
る
「
歳
入
庁
」
に
よ
る
効

率
的
な
一
体
徴
収
が
実
現
さ
れ

れ
ば
、
徴
収
コ
ス
ト
ば
か
り
で

は
な
く
、
企
業
側
の
事
務
負
担

等
の
軽
減
と
も
な
る
。

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
率
の
向
上
の
た
め
、
平
成

１７
年
１０
月
か
ら
保
険
料
の
収
納

業
務
の
民
間
委
託
が
一
部
で
ス

タ
ー
ト
し
た
。
公
的
サ
ー
ビ
ス

を
担
当
官
庁
と
民
間
事
業
者
の

競
争
入
札
に
か
け
、
コ
ス
ト
と

質
の
改
善
を
図
る
市
場
化
テ
ス

ト
の
一
環
と
し
て
実
現
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
。

説
明
内
容
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

し
、
土
日
・
祝
日
も
含
め
て
午

後
９
時
ま
で
納
付
案
内
を
行
な

え
る
の
は
民
間
だ
か
ら
こ
そ
可

能
な
対
応
だ
。
し
か
し
督
促
は

債
権
者
で
あ
る
国
か
弁
護
士
以

外
は
行
な
え
な
い
と
い
う
法
規

定
が
あ
り
、
個
人
情
報
保
護
法

な
ど
へ
の
配
慮
も
求
め
ら
れ
て

い
る
。
保
険
料
の
納
付
率
向
上

に
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
民

間
に
も
一
定
の
権
限
を
付
与
す

る
な
ど
の
法
的
整
備
が
必
要
で

あ
る
。

市
場
化
テ
ス
ト
の
成
功
は
事

務
コ
ス
ト
の
削
減
だ
け
で
な

く
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
保
険

料
の
納
付
率
上
昇
に
よ
る
年
金

財
政
の
改
善
や
長
期
的
に
は
保

険
料
の
上
昇
抑
制
に
つ
な
が

り
、
さ
ら
に
は
企
業
が
支
払
う

保
険
料
の
抑
制
に
も
つ
な
が
る

は
ず
だ
。

終
わ
り
に

今
後
も
厚
生
年
金
の
み
な
ら

ず
、
健
康
保
険
料
、
雇
用
保
険

料
、
労
災
保
険
料
等
が
上
昇
す

る
可
能
性
は
大
き
く
、
企
業
に

多
大
な
影
響
が
及
び
、
企
業
は

保
険
料
の
上
昇
分
を
折
り
込
ん

だ
事
業
展
開
を
行
な
う
必
要
が

あ
る
。
退
職
金
制
度
等
と
の
整

合
性
も
考
え
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
企
業
に
適
し
た
福
利
厚
生

制
度
の
設
計
が
必
要
と
な
る
だ

ろ
う
。

特
に
中
小
企
業
の
多
く
は
厳

し
い
経
営
環
境
や
過
去
勤
務
債

務
分
の
積
立
不
足
を
解
消
で
き

な
い
ま
ま
、
適
格
退
職
年
金
の

移
行
な
ど
の
具
体
的
な
対
応
を

先
送
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

対
応
の
遅
れ
は
積
立
不
足
（
株

式
市
場
の
活
況
等
に
よ
っ
て
縮

小
す
る
が
）
の
漸
増
な
ど
、
企

業
の
経
営
体
力
を
致
命
的
に
損

な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

中
小
企
業
の
企
業
年
金
や
退
職

給
付
問
題
に
つ
い
て
総
合
的
な

経
営
支
援
を
行
う
体
制
整
備
、

適
格
退
職
年
金
か
ら
他
制
度
へ

移
行
す
る
際
の
積
立
不
足
に
つ

い
て
、
政
府
系
金
融
機
関
等
か

ら
の
特
別
融
資
な
ど
が
受
け
ら

れ
る
制
度
作
り
も
望
ま
れ
る
。

中
小
企
業
が
加
入
し
て
い
る

総
合
型
の
厚
生
年
金
基
金
は
、

特
に
産
業
構
造
の
転
換
や
地
域

経
済
の
低
迷
で
、
加
入
企
業
の

経
営
基
盤
が
揺
ら
ぎ
、
基
金
の

維
持
存
続
の
見
通
し
が
立
た
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
地
域
経
済

を
支
え
る
中
小
企
業
の
経
営
安

定
や
地
域
雇
用
を
維
持
・
確
保

す
る
た
め
に
も
、
総
合
型
の
厚

生
年
金
基
金
の
建
て
直
し
を
急

ぐ
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
企
業

が
適
格
退
職
年
金
を
廃
止
し
て

確
定
拠
出
年
金
を
導
入
す
る
場

合
は
、
従
業
員
へ
の
不
利
益
変

更
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
従

業
員
の
投
資
教
育
を
ど
の
程
度

行
う
か
と
い
う
課
題
が
生
ま
れ

る
。公

的
年
金
の
給
付
漸
減
は
既

定
路
線
で
、
企
業
年
金
へ
の
依

存
度
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
。
し

か
し
中
小
企
業
の
企
業
年
金
は

大
企
業
に
比
べ
て
未
熟
で
未
整

備
な
こ
と
が
多
く
、
優
秀
な
人

材
を
募
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
よ
っ
て
、
中
小
企
業
が
活

用
し
や
す
い
企
業
年
金
制
度
の

法
的
整
備
の
充
実
が
不
可
欠

だ
。こ

れ
か
ら
の
税
理
士
は
、
企

業
の
よ
き
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
単
に
税
務
面
の
み
な
ら
ず
、

企
業
年
金
や
社
会
保
険
（
公
的

年
金
制
度
、
医
療
制
度
、
労
働

関
係
等
）
の
改
変
等
に
即
応
す

る
な
ど
、
福
利
厚
生
面
も
含
め

た
立
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
す

る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
中
小
企
業
経
営
の
持

続
的
な
発
展
に
よ
る
企
業
価
値

の
ア
ッ
プ
に
結
び
つ
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
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